
１． ：株式会社トーニチコンサルタント

：東京都渋谷区本町１－１３－３

２． ： ～

（2か月）

３． ：

４． ：

<競争参加停止要領 別表第2>

当該認定をした日から
２か月以上９か月以内

事 実 概 要

競争参加停止措置理由

競争参加停止措置の概要

競争参加停止措置業者名

業者の住所

競争参加停止措置期間

措　置　要　件 期　　間

１～３　略

４　近畿地区の地域内において、業務に関し独占禁止
法第３条又は第８条第１項第１号に違反し、工事等の
請負契約の相手方として不適当であると認められると
き（次号及び第１１号に掲げる場合を除く。）。

５～１５　略

2026 年 2 月 26 日 2026 年 4 月 25 日

株式会社トーニチコンサルタントは、令和7年12月19日、公正取引委員会から、地方
公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務に関し
て、独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたと
して、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

　株式会社トーニチコンサルタントが独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規
定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたこ
とは、「阪神高速道路(株)競争参加停止等取扱要領」別表第2第4号（独占禁止法違反
行為）に該当するため。



１． ：丸栄調査設計株式会社

：三重県松阪市大口町１０２－２

２． ： ～

（4か月）

３． ：

４． ：

<競争参加停止要領 別表第2>

当該認定をした日から
２か月以上９か月以内

事 実 概 要

競争参加停止措置理由

競争参加停止措置の概要

競争参加停止措置業者名

業者の住所

競争参加停止措置期間

措　置　要　件 期　　間

１～３　略

４　近畿地区の地域内において、業務に関し独占禁止
法第３条又は第８条第１項第１号に違反し、工事等の
請負契約の相手方として不適当であると認められると
き（次号及び第１１号に掲げる場合を除く。）。

５～１５　略

2026 年 2 月 26 日 2026 年 6 月 25 日

丸栄調査設計株式会社は、令和7年12月19日、公正取引委員会から、地方公共団体等
が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務に関して、独占禁
止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたとして、排除
措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

　丸栄調査設計株式会社が独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反す
る行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことは、「阪
神高速道路(株)競争参加停止等取扱要領」別表第2第4号（独占禁止法違反行為）に該
当するため。



１． ：大日コンサルタント株式会社

：岐阜県岐阜市薮田南３－１－２１ 

２． ： ～

（2か月）

３． ：

４． ：

<競争参加停止要領 別表第2>

当該認定をした日から
２か月以上９か月以内

事 実 概 要

競争参加停止措置理由

競争参加停止措置の概要

競争参加停止措置業者名

業者の住所

競争参加停止措置期間

措　置　要　件 期　　間

１～３　略

４　近畿地区の地域内において、業務に関し独占禁止
法第３条又は第８条第１項第１号に違反し、工事等の
請負契約の相手方として不適当であると認められると
き（次号及び第１１号に掲げる場合を除く。）。

５～１５　略

2026 年 2 月 26 日 2026 年 4 月 25 日

大日コンサルタント株式会社は、令和7年12月19日、公正取引委員会から、地方公共
団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務に関して、
独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたとし
て、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

　大日コンサルタント株式会社が独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に
違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたこと
は、「阪神高速道路(株)競争参加停止等取扱要領」別表第2第4号（独占禁止法違反行
為）に該当するため。



１． ：日本交通技術株式会社

：東京都台東区上野７－１１－１ 

２． ： ～

（４か月）

３． ：

４． ：

<競争参加停止要領 別表第2>

当該認定をした日から
２か月以上９か月以内

事 実 概 要

競争参加停止措置理由

競争参加停止措置の概要

競争参加停止措置業者名

業者の住所

競争参加停止措置期間

措　置　要　件 期　　間

１～３　略

４　近畿地区の地域内において、業務に関し独占禁止
法第３条又は第８条第１項第１号に違反し、工事等の
請負契約の相手方として不適当であると認められると
き（次号及び第１１号に掲げる場合を除く。）。

５～１５　略

2026 年 2 月 26 日 2026 年 6 月 25 日

日本交通技術株式会社は、令和7年12月19日、公正取引委員会から、地方公共団体等
が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務に関して、独占禁
止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたとして、排除
措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

　日本交通技術株式会社が独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反す
る行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことは、「阪
神高速道路(株)競争参加停止等取扱要領」別表第2第4号（独占禁止法違反行為）に該
当するため。


